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労働安全衛生法違反被疑事件の送検について 

 

益田労働基準監督署（署長：田代
た し ろ

圭子
け い こ

）は、本日、労働安全衛生法違反の疑いで、片山建

設株式会社（島根県鹿足郡吉賀町）及び同社代表取締役社長を松江地方検察庁益田支部に書

類送検した。 
 

１ 被疑者  
（１）片山

かたやま

建設
けんせつ

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

（土木工事業 所在地：島根県鹿足郡吉賀町） 
（２）代表取締役社長Ａ（男性 ３１歳） 

 
２ 事件の概要 

片山建設株式会社は、平成２９年９月６日、島根県鹿足郡吉賀町六日市地内のみろく

公園法面整備工事において、移動式クレーン（注）で矢板を引き抜く作業を行うに当

たり、法令で定める移動式クレーンの運転資格を有しない労働者Ｂを同業務に就かせ

たものである。 
なお、当該矢板の付近で労働者Ｂに合図を行っていた労働者Ｃが、移動式クレーンで

引き抜いた矢板に接触し、重傷を負う労働災害が発生している。 
 

注：移動式クレーンとは、原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることが

できるクレーンをいう。 

 

３ 罪名・罰条 
労働安全衛生法違反 

 同法第６１条第１項（就業制限） 

労働安全衛生法施行令第２０条第７号（就業制限に係る業務） 

益田労働基準監督署発表  
平成３０年２月１６日 

 
担

当

者 

益田労働基準監督署 
監督・安衛課長    山本 崇 
電話 0856－22－2351 

厚生労働省 

島根労働局 



クレーン等安全規則第６８条（就業制限） 

同法第１１９条第１号（６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金） 

同法第１２２条（両罰規定） 

 
 ４ その他 
    益田労働基準監督署管内では、平成２９年に休業４日以上の労働災害が７０件発生

している（速報値）。そのうち建設業は１１件で、平成２８年と比較し１件減少して

いるものの、業種別では製造業、第三次産業に次いで多く発生している。 

    また、被疑会社に係る業種である土木工事業における災害発生件数は７件で、平成

２８年と比較し４件（５７.１％）の増加となっている。 

建設工事現場における労働安全衛生法違反は、死亡労働災害など重大な事態につな

がる危険性が高いことから、当署では、建設工事現場に対する監督指導を引続き実施

していくとともに、関係業界団体や発注機関に対し、労働災害防止に向けた積極的な

取組を働きかけていくこととしている。 
 



関 係 法 令 

 

労働安全衛生法 

（就業制限） 

第６１条第１項  事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについ

ては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録

を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資

格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 

２～４項（略） 

 

（罰則） 

第１１９条  次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役又は５０万円以下の

罰金に処する。 

１ 第１４条、第２０条から第２５条まで、第２５条の２第１項、第３０条の３第１

項若しくは第４項、第３１条第１項、第３１条の２、第３３条第１項若しくは第２項、

第３４条、第３５条、第３８条第１項、第４０条第１項、第４２条、第４３条、第４

４条第６項、第４４条の２第７項、第５６条第３項若しくは第４項、第５７条の３第

５項、第５７条の４第５項、第５９条第３項、第６１条第１項、第６５条第１項、第

６５条の４、第６８条、第８９条第５項(第８９条の２第２項において準用する場合を

含む。)、第９７条第２項、第１０４条又は第１０８条の２第４項の規定に違反した者 

２～３号（略） 

 

（両罰規定） 

第１２２条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、そ

の法人又は人の業務に関して、第１１６条、第１１７条、第１１９条又は第１２０条の

違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰

金刑を科する。 

 

労働安全衛生法施行令 

（就業制限に係る業務） 

第２０条第７号  法第６１条第１項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 

１～６号（略） 

７  つり上げ荷重が１トン以上の移動式クレーンの運転(道路交通法(昭和３５年法律

第１０５号)第２条第１項第１号に規定する道路(以下この条において「道路」とい

う。)上を走行させる運転を除く。)の業務 

  ８～１６号（略） 

 



クレーン等安全規則 

（就業制限） 

第６８条  事業者は、令第２０条第７号に掲げる業務については、移動式クレーン運転

士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。ただし、つり上げ荷重

が１トン以上５トン未満の移動式クレーン(以下「小型移動式クレーン」という。)の運

転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就か

せることができる。 


